
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人山口大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

  ②  平成26年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成26年度における改定内容

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

法人の長の役員報酬支給基準は、俸給、通勤手当、単身赴任手当、広

域異動手当、地域手当相当額及び期末特別手当から構成されている。

俸給については、国立大学法人山口大学役員報酬決定規則に則り、月

額1,055,000円としている。期末特別手当についても国立大学法人山口

大学役員報酬決定規則に則り、期末特別手当基礎額（俸給月額＋（俸

給月額＋地域手当相当額＋広域異動手当）×100分の20＋俸給月額

×100分の25）に６月期においては100分の140、12月期においては100

分の170を乗じ、さらに基準日以前６か月以内の期間におけるその者の

在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。通勤手当、単身赴任

手当、広域異動手当、地域手当相当額については、国立大学法人山口

大学職員給与決定規則に準じた額としている。
なお、平成26年度においては、給与法指定職の改定に準拠し、期末特
別手当支給率の引き上げ（年間0.15ヶ月分）を実施した。

平成16年度より、国立大学法人評価委員会が行う業績の実績に関する評価の結果及び役
員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、期末特別手当の額を100分の10の
範囲内で、増額または減額することができることとする制度を設けている。

山口大学の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他

の国立大学法人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人のほ

か、国・地方公共団体が運営する教育・研究機関のうち、近隣地域かつ国立大学法人の

財務分析上の分類において同グループに属し、教育・研究事業で比較的同等と認めら

れる、以下の法人等を参考にした。
（１） 国立大学法人鳥取大学・・・当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業
を実施している。公表資料によれば、平成25年度の長の年間報酬額（諸手当を除く）は
15,595千円であり、公表対象年度の役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、
17,402千円と推定される。同様の考え方により、理事については10,672千円～13,756千
円、監事については10,672千円～11,876千円と推定される。
（２） 事務次官年間報酬額・・・22,652千円
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理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

理事の役員報酬支給基準は、俸給、通勤手当、単身赴任手当、広域異
動手当、地域手当相当額及び期末特別手当から構成されている。俸給
については、国立大学法人山口大学役員報酬決定規則に則り、月額
647,000円～912,000円としている。期末特別手当についても、国立大学
法人山口大学役員報酬決定規則に則り、期末特別手当基礎額（俸給
月額＋（俸給月額＋地域手当相当額＋広域異動手当）×100分の20＋
俸給月額×100分の25）に６月期においては100分の140、12月期にお
いては100分の170を乗じ、さらに基準日以前６か月以内の期間における
その者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。通勤手当、
単身赴任手当、広域異動手当、地域手当相当額については、国立大
学法人山口大学職員給与決定規則に準じた額としている。
なお、平成26年度においては、給与法指定職の改定に準拠し、期末特
別手当支給率の引き上げ（年間0.15ヶ月分）を実施した。

非常勤理事の役員報酬支給基準は、非常勤役員手当（月額）で構成されて
いる。非常勤役員手当は、常勤の理事の俸給月額を基礎として、当該非常
勤理事の職責及び勤務態様に応じて算出した額としている。

監事の役員報酬支給基準は、俸給、通勤手当、単身赴任手当、広域異
動手当、地域手当相当額及び期末特別手当から構成されている。俸給
については、国立大学法人山口大学役員報酬決定規則に則り、月額
647,000円～720,000円としている。期末特別手当についても、国立大学
法人山口大学役員報酬決定規則に則り、期末特別手当基礎額（俸給
月額＋（俸給月額＋地域手当相当額＋広域異動手当）×100分の20＋
俸給月額×100分の25）に６月期においては100分の140、12月期にお
いては100分の170を乗じ、さらに基準日以前６か月以内の期間における
その者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。通勤手当、
単身赴任手当、広域異動手当、地域手当相当額については、国立大
学法人山口大学職員給与決定規則に準じた額としている。

なお、平成26年度においては、給与法指定職の改定に準拠し、期末特

別手当支給率の引き上げ（年間0.15ヶ月分）を実施した。

非常勤監事の役員報酬支給基準は、非常勤役員手当（月額）で構成されて
いる。非常勤役員手当は、常勤の監事の俸給月額を基礎として、当該非常
勤監事の職責及び勤務態様に応じて算出した額としている。
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２　役員の報酬等の支給状況
平成26年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,402 12,660 4,742 0 （　　　　） 4月1日
千円 千円 千円 千円

15,302 10,944 4,099 259
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,215 8,640 3,397
24

636
518

（通勤手当）
（単身赴任手当）
（広域異動手当） 4月1日

◇

千円 千円 千円 千円

13,807 10,008 3,748 50
（通勤手当） 4月1日

千円 千円 千円 千円

13,807 10,008 3,748 50
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,016 10,008 3,748 259
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

11,966 8,640 3,236 90
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,722 1,680 0 42
（通勤手当）

注１：総額、内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計は必ずしも一致しない。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人の長

A理事

B理事

E理事

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

D理事

A監事

B監事
（非常勤）

その他（内容）
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

山口大学は、基本理念である山口大学憲章のもと、学生・教員・職員の

三者が一体となって、理念の共有と目標の実現をめざしており、学長の

リーダーシップの下、改革の基本戦略として、教育研究の機能強化、全

学的なグローバル化の推進、新たな教育研究組織の構築、大学運営ガ

バナンスの実質的強化を掲げ、これらを推進している。
そうした中で、本学の学長は、職員数約1,800名の法人の代表として、そ
の業務を総理するとともに、教育、研究、経営の総括責任者としての職
務を同時に担っている。
学長の年間報酬額は、人数が同規模である民間企業の役員報酬
31,117千円や事務次官の年間給与額22,652千円と比較してもそれらよ
り低い水準となっており、また、本学では法人化移行前の国家公務員指
定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、前述の学長の職務
内容を鑑みると、その特性は法人化移行前と比較して同等以上であると
言える。

これらの理由により、報酬水準は妥当であると考えられる。

山口大学の理事は、学長を補佐し、上記理念及び目標の実現のため職

務を推進するとともに、副学長として総務企画、人事労務、財務施設、教

育学生、学術研究の各担当職務を兼ね、これらの責任者としての職務を

同時に担っており、大学の意思決定について重要な責務を果たしてい

る。
理事の年間報酬は人数が同規模である民間企業の役員報酬のうち、最
も低い水準となっている取締役の報酬19,269千円や事務次官の年間給
与額22,652千円と比較してもそれらより低い水準となっており、また、本
学では法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえ
て決定しているが、前述の理事の職務内容を鑑みると、その特性は法人
化移行前に同俸給表が適用されていた職と比較して同等以上であると
言える。
これらの理由により、報酬水準は妥当であると考えられる。

山口大学の監事は、本学の業務及び会計経理の監査を行い、適正かつ

効率的な運営を図るため職務を遂行している。また、本学の管理運営に

係る重要な会議等への出席や業務に関する重要な文書の回付等、本学

の意思決定においても重要な責務を果たしている。
監事の年間報酬は人数が同規模である民間企業の役員報酬のうち、最
も低い水準となっている取締役の報酬19,269千円や事務次官の年間給
与額22,652千円と比較してもそれらより低い水準となっており、また、本
学では法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえ
て決定しているが、前述の監事の職務内容を鑑みると、その特性は法人
化移行前に同俸給表が適用されていた職と比較して同等以上であると
言える。

これらの理由により、報酬水準は妥当であると考えられる。

常勤理事の報酬水準については上記のとおりであり、非常勤理事について

はその職責や勤務態様に応じて常勤理事に適用される報酬月額の範囲内

で設定されることとなっていることから、報酬水準は妥当であると考えられ

る。
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　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学
法人等、民間企業との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であ
ると考えられる。

常勤監事の報酬水準については上記のとおりであり、非常勤監事について
はその職責や勤務態様に応じて常勤監事に適用される報酬月額の範囲内
で設定されることとなっていることから、報酬水準は妥当であると考えられ
る。
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４　役員の退職手当の支給状況（平成26年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

監事

法人の長

理事

該当者なし監事

法人の長

理事

法人での在職期間

判断理由

該当者なし

該当者なし

国立大学法人評価委員会が行う業績の実績に関する評価の結果及び役員としての業務に
対する貢献度等を総合的に勘案して、期末特別手当の額を100分の10の範囲内で、増額ま
たは減額することができることとする制度を設けており、これを適用する場合は経営協議会
及び役員会の意見を聴いて、学長が決定することとしている。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項
　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

山口大学職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等や国家公務

員のほか、地域社会の給与水準との比較を行うため、山口県における職員給与を参

考にした。

（１） 国立大学法人鳥取大学・・・鳥取大学は近隣地域かつ国立大学法人の財務分

析上の分類において同グループに属しており、教育・研究事業で比較的同等と認め

られる国立大学法人である。

（２） 国家公務員・・・平成26年度において国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平

均給与月額は408,472円となっており、全職員の平均給与月額は415,426円となって

いる。

（３） 山口県が実施した平成26年度職員給与実態調査において、山口県における

行政職給料表適用者の平均給与月額は370,376円となっている。

また、人件費管理については中期計画において中長期的な人事計画を進めつつ、

人件費抑制に努めることとしている。教員については学長裁量ポイントにより戦略的

重点配分を行うと共に、新たに年俸制を導入し弾力的な給与制度を構築している。

事務系職員については、再雇用職員や障害者雇用の人件費を確保しつつ、適正配

置を考慮しながら配分を行うことしている。医療系技術職員については、医学部附属

病院の経営状況や診療報酬改定を考慮しながら、必要な人員数や諸手当に応じた

配分を行っている。

なお、平成25年度における本学の人件費比率は、財務分析上同グループに属して

いる25大学の平均50.4％に対して50.2％とほぼ平均と同数値となっており、適正比率

を保っていると考えている。

本学においては、職員の勤務成績に応じ、人件費の範囲内で昇格の実施や昇給区分
の決定及び勤勉手当成績率の決定を行っている。昇給や勤勉手当については、優秀者
の区分ごとに適用する人数の割合を定め、その範囲内で行っている。

その他、平成24年度から特別貢献手当を導入し、顕著な功労があった職員や競争的資

金の獲得が著しく優れている職員、医学部附属病院において診療に従事し、良好な病

院収益の確保に貢献した職員に対し、300,000円を超えない範囲で手当を支給してい

る。
また、平成26年度には教員に対し年俸制を導入し、業績評価区分に応じて業績年俸の
基礎額に対し＋100％～▲50％の範囲で年俸額を改定することとしている。
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　③　 給与制度の内容及び平成26年度における主な改定内容

国立大学法人山口大学給与決定規則に則り、基本給（俸給、俸給調整給及び教職調
整給）、諸手当（初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、広
域異動当、役職手当、職務付加手当、特殊勤務手当、有資格者職務手当、特別貢献
手当、在外勤務手当、専門看護師等手当、宿日直手当、役職者勤務手当、義務教育
等教員手当、附属学校教員特別手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当及
び地域手当相当額）及び賞与（期末手当及び勤勉手当）としている。
期末手当については、期末手当基礎額（俸給、俸給調整給、教職調整給、扶養手当、
広域異動手当及び地域手当相当額の月額の合計額に役職段階別加算額及び管理職
加算額を加算した額）に、6月期においては100分の122.5（特定管理職員にあっては
100分の102.5）、12月期においては100分の137.5（特定管理職員においては100分の
117.5）を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応
じた割合を乗じて得た額を支給している。
勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給、俸給調整給、教職調整給、広域異動手
当及び地域手当相当額の月額の合計額に役職段階別加算額及び管理職加算額を加
算した額）に、基準日前6か月初内の勤務期間に応じた割合及びその者の勤務成績区
分に応じた割合を乗じて得た額を支給している。

なお、平成26年度においては、以下の内容の改正を実施した。
・契約教育職員及び契約専門職員の短時間勤務者に年俸制を導入した。
・大学教育職員に年俸制を導入した。
・全俸給表の俸給月額を平均0.3％引き上げた。
・初任給調整手当を最大50,000円から50,300円に引き上げた。
・通勤手当を距離数に応じて100円～7,100円の範囲で引き上げた。
・勤勉手当の支給率を0.15ヶ月分引き上げた。
・平成27年1月1日の昇給を1号俸抑制した。
・時間外手術等の業務に従事する職員に特殊勤務手当を支給することとした。
・専門看護師又は認定看護師の資格を持つ看護師に専門看護師等手当を支給するこ
ととした。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1859 42.5 6,354 4,716 56 1,638
人 歳 千円 千円 千円 千円

384 40.5 5,177 3,878 86 1,299
人 歳 千円 千円 千円 千円

789 48.5 8,222 6,058 51 2,164
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

470 36.2 4,657 3,481 29 1,176
人 歳 千円 千円 千円 千円

130 35.4 4,607 3,447 43 1,160
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 50.5 4,902 3,681 52 1,221
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 46.4 6,335 4,765 51 1,570
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 45.2 7,385 5,545 186 1,840
人 歳 千円 千円 千円 千円

52 38.9 6,282 4,739 143 1,543

人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

18 51.6 4,893 3,665 49 1,228
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 56.6 3,479 2,667 77 812
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 48.8 6,553 4,762 18 1,791
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 43.3 5,878 4,416 9 1,462

人 歳 千円 千円 千円 千円

11 54 7,260 7,260 104 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 52.7 7,074 7,074 114 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：「技能・労務職種」とは、自動者運転手等の業務を行う者を示す。

教育職種
（附属義務教育学校教員）

教育職種
（附属高校教員）

常勤職員

うち所定内

在外職員

区分

人事交流附属学校教育職員（一）

人事交流附属学校教育職員（二）

平成26年度の年間給与額（平均）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

人員
総額

非常勤職員
（年俸制）

契約専門職員（年俸制）

契約教育職員（年俸制）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

契約教育職員（月給制）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

平均年齢

契約専門職員（月給制）

うち賞与
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注３：「教育職種（附属学校高校教員）」には、附属特別支援学校教員を含む。
　　　また、人事交流教員は含めない。
注４：「教育職種（附属学校義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
　　　また、人事交流教員は含めない。
注５：人事交流附属学校教育職員（一）には、附属特別支援学校教員を含む。
注６：人事交流附属学校教育職員（二）には、附属小学校教員、附属中学校教員、
　　　附属幼稚園教員を含む。
注７：「契約教育職員」とは、本法人が個別に期間を定めて雇用契約を締結する専門職大学院
　　　教育職員と特命教育職員を示す。
注８：「契約専門職員」とは、本法人が個別に期間を定めて雇用契約を締結する特命専門員、
　　　特命専門職員及び特命職員を示す。
注９：教育職種（附属学校高校教員）、在外職員、契約専門職員（月給制）及び契約教育職員（年俸制）に
　　　ついては、該当者が１人のため当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　人数以外は記載していない。
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

0

50

100

150

200

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））
人千円

0

50

100

150

200

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人千円
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

5 58.7 8,477

29 54.0 7,544

32 52.6 6,527

142 44.9 5,623

65 35.8 4,416

111 29.8 3,601

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

298 55.9 9,604

248 47.0 7,901

78 42.4 7,256

158 39.9 6,464

5 48.3 5,440

2 － －

注：教務職員は該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから

平均年齢及び年間給与額は表示していない。

千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

千円

12,434～7,631

6,142～5,141

－

10,268～5,991

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

9,571～7,713

教授

助手

教務職員

助教

部長

主任

係員

係長

准教授

分布状況を示すグループ

6,890～4,333

課長 9,147～6,462

副課長 7,010～5,692

4,743～2,648

6,327～3,608

講師 9,000～5,446

7,871～4,734

0

50

100

150

200

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））
人千円
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（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

該当者なし

4 53.8 6,779

26 54.2 6,601

51 47.5 5,924

389 33.4 4,304

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

63.8 61 62.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.2 39 37.7

％ ％ ％

         最高～最低 44.6～32.8 49.4～34.9 47.3～33.9

％ ％ ％

64.4 62.4 63.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.6 37.6 36.7

％ ％ ％

         最高～最低 43.8～31.4 44.6～34.0 42.0～33.2

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

59.1 57.7 58.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.9 42.3 41.6

％ ％ ％

         最高～最低 49.6～33.5 49.4～35.5 47.5～34.5

％ ％ ％

64.4 62.5 63.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.6 37.5 36.6

％ ％ ％

         最高～最低 43.8～27.1 44.6～34.2 44.2～31.2

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

該当者なし

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

63.2 61.4 62.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.8 38.6 37.7

％ ％ ％

         最高～最低 43.8～32.0 44.6～34.0 44.2～33.2

賞与（平成26年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

一律支給分（期末相当）

分布状況を示すグループ

副看護部長 6,854～6,680

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

看護部長

千円

平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
人員

看護師長 7,179～6,089

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

副看護師長 6,671～4,795

看護師 6,064～3,055

一般
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

　給与水準の妥当性の
　検証

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人　　　　　　  94.6

（法人の検証結果）
・支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　32.0％
（国からの財政支出額　14,986,000千円、支出予算総額　46,894,000千円：
平成26年度予算）
・累積欠損額　なし（平成25年度決算）
・管理職の割合　8.9％（常勤職員384名中34名）
・大学卒業以上の高学歴者の割合　70.3％（常勤職員384名中270名）
・支出総額に占める給与・報酬等支給総額　47.1％
（支出総額　41,033,049千円、給与・報酬等支給総額　19,320,047千円：平
成25年度決算）

対国家公務員指数については100以下となっており、国からの財政支出額
は100億円以上であるが累積欠損はない。また、高学歴者の割合は全体の
半数以上を占めているが、管理職の割合は10％未満であり、支出総額に占
める給与・報酬等支給総額の割合も50％未満となっていることから、給与水
準は妥当であると考える。

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　　　83.6

・年齢勘案　　　　　　　　　　　84.1
・年齢・地域勘案　　　　　　  92.0

項目

今後も国家公務員の給与水準を参考にし，適切な給与水準の維持に努め
る。

・年齢・地域・学歴勘案　　　91.8

内容

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由
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○医療職員（病院看護師）

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 92.7

（注）　上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率基礎に、平成26年度の
　　 教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
・支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　32.0％
（国からの財政支出額　14,986,000千円、支出予算総額　46,894,000千円：
平成26年度予算）
・累積欠損額　なし（平成25年度決算）
・大学卒業以上の高学歴者の割合　52.8％（常勤職員470名中248名）
・支出総額に占める給与・報酬等支給総額　47.1％
（支出総額　41,033,049千円、給与・報酬等支給総額　19,320,047千円：平
成25年度決算）

対国家公務員指数については100以下となっており、国からの財政支出額
は100億円以上であるが累積欠損はない。また、高学歴者の割合は全体の
半数以上を占めているが、支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合
は50％未満となっており、給与水準は妥当であると考える。

講ずる措置
今後も国家公務員の給与水準を参考にし，適切な給与水準の維持に努め
る。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　95.9
・年齢・地域勘案　　　　　　　98.5
・年齢・学歴勘案　　　　　　　93.9
・年齢・地域・学歴勘案　　  98.1
（参考）対他法人　　　　　　  95.3

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との給
与水準（年額）の比較指標である。
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４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

　　　支給額を計上する。
注２：「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により雇用
　　　される職員にかかる費用を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「18役員及び教職員の

　　　給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

区　　分

給与、報酬等支給総額
12,644,626 12,928,222 12,461,661 12,357,098

20,038,516 19,948,42320,757,898

13,390,188

退職手当支給額
758,980 1,528,916 995,353

2,277,732 2,470,621

非常勤役職員等給与
3,972,777 4,159,914 4,438,495 4,659,931

福利厚生費

注１：「退職手当支給総額」欄は、国の常勤職員に相当する法人の常勤職員にかかる退職手当

854,158

最広義人件費
19,377,590

5,060,685

2,001,207 2,140,846

21,775,652

653,662

2,143,007

【事務・技術職員】
○ 22歳（大卒初任給、独身）

月額 174,200円 年間給与 2,581,440円
○ 35歳（主任、配偶者・子１人）

月額 294,400円 年間給与 4,772,125円
○ 45歳（副課長、配偶者・子２人）

月額 388,000円 年間給与 6,344,628円

【教育職員（大学教員）】
○ 27歳（助教、博士課程修了初任給、独身）

月額 285,300円 年間給与 4,227,354円
○ 35歳（講師、配偶者・子１人）

月額 379,100円 年間給与 6,222,561円
○ 45歳（准教授、配偶者・子２人）

月額 464,700円 年間給与 7,605,581円

本学においては、職員の勤務成績に応じ、人件費の範囲内で昇格の実施や昇給区分の決定及び勤勉
手当成績率の決定を行っている。
その他、平成24年度から特別貢献手当を導入し、顕著な功労があった職員や競争的資金の獲得が著
しく優れている職員、医学部附属病院において診療に従事し、良好な病院収益の確保に貢献して職員
に対し手当を支給しているが、今後は教育や地域貢献等の分野にも手当の範囲を拡大していくことを検
討している。
また、平成26年度には教員に対し年俸制を導入し、業績評価区分に応じて業績年俸の基礎額に対し＋
100％～▲50％の範囲で年俸額を改定することとしている。本制度は月額制と異なり、年齢に関係なく成
果に応じて給与増額が可能となる制度であり、教員のモチベーション向上に繋がるものと考えている。
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総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

１．対前年度比の増減要因の分析について

①「給与、報酬等支給総額」・・・対前年度比 8.4％
昨年度は特例法に基づく国家公務員の給与見直しに関連した給与減額を実施していたが、平成26

年度は減額を行っていないこと、俸給表月額や勤勉手当支給率の引き上げ等を実施したことにより増
額となった。
②「最広義人件費」・・・対前年度比 9.2%

１）「退職手当支給額」
昨年度に比べて定年退職者が多かったことにより増額となった。
２）「非常勤役職員等給与」
外部資金等の経費により雇用される職員の増加及び医学部附属病院における診療報酬体制の見

直し等による医療職員等の増員により増額となった。
３）「福利厚生費」
給与減額の終了に伴い標準報酬が引き上げられたことや、共済保険掛金率の上昇が影響し増額
となった。

特になし
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